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研究成果の概要（和文）：中国では、都市と農村で異なる土地制度を採用している。農村については、農民とい
う身分に基づいて農民に分配される土地請負経営権と宅地使用権が物権法に規定されている。中国では、急速な
経済発展に伴い、都市部での不動産バブルが懸念されており、これを解消するために、農村と都市の一体化によ
る安定化が企図され、都市と農村の土地制度を再構築するために重慶市等で不動産証券化モデルが採用された。
最近では、証券化の停滞が見られる一方で、土地請負経営権を請負権と経営権に分割して農地の権利を多元化す
る「三権分置」が推し進められている。証券化による権利の流動化の段階から所有権論の段階へ、改革の変化・
進展があったといえる。

研究成果の概要（英文）：In China, there are different land systems in urban and rural areas. 
Regarding rural areas, land management right and the residential land right distributed to farmers 
based on the status of farmers are stipulated in Property Law. In China, with the rapid economic 
development, the real estate bubble is concerned in urban areas, so in order to solve the problem, 
they are planning stabilization by integration of rural and urban areas. Then the land system of 
urban and rural areas is reinstated Real estate securitization model was adopted in Chongqing city 
etc. Recently, while the stagnation of securitization, it is promoted that "Separation of Three 
Rights" divides the land management right into a land management right and land use right to 
diversify the rights of agricultural land. It can be said that there has been a change and progress 
in reforms from the stage of securitization to the stage of ownership theory.

研究分野： 法学
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１．研究開始当初の背景 
（１）今日の中国の経済発展については改め
て述べるまでもないが、今日の中国の発展の
原動力は「都市化」にあるということは指摘
しておかなければならない。すなわち、全人
口および全国土の大多数を占める農民や農
地を「都市化」するということであり、農民
の「都市化」は農民工という労働力人口の流
れになり、農地の「都市化」は土地収用によ
る農地の商業用地という流れになっている。
これは一方で中国の経済発展を支える輝か
しい発展の基盤となっているが、他方では中 
国における農地の減少、農業の弱体化、農産
物輸入国化という影の側面を持っている。 
 
（２）グローバル化社会において、農地をめ
ぐる権利については、中国や日本のみならず、
世界各国で様々な問題が議論されている。例
えば、優良農地の確保、食料増産、ＷＴＯ体
制下での補助金のあり方、耕作放棄地の拡大、
食料安全保障の確保、バイオマスエネルギー
生産への活用などである。その中でも、農地
の権利の移転に関する議論は注目されてい
る。日本でも、農家の離農・耕作放棄地増加
などが加速する一方で、昨年の農地法改正に
よって、株式会社などによって農地の集約が
進む可能性が現に高まりつつあり、その是非
が問われている。 
 
（３）中国において、農業問題については「三
農問題」という考え方、すなわち農業・農村・
農民という各視点から問題を総合的に分析
するという方法で、様々な議論がなされてい
る。しかしながら、農民の生活において最も
重要な財産といえる農地の権利関係、すなわ
ち農地法の実態についての研究・分析は、そ
れほど多くない。これには中国が社会主義を
標榜する国家であり、それゆえに生産手段
（土地など）の公有制を採用していることと
から、その社会主義の原則に触れるおそれの
ある研究分野であるという事情もある。 
 
（４）そのような中で、研究代表者は従来、
一貫して中国における農地の権利関係につ
いて研究を行ってきた。具体には、農民の農
地に対する権利が、政治的・政策的決定のレ
ベルから民事上の権利のレベルへ至る過程
を跡付けた。この総論的研究を発展させ、中
国山東省における日系企業の契約農家につ
いての農地の契約関係を分析し、中国におけ
る農地の権利関係が権利証を基礎とし、そこ
における「家族請負経営権」と「その他の 
方式による請負経営権」の分類が紛争処理に
おける法適用の際の区分にもなっていると
指摘した。 
 
（５）その後、2007 年の物権法制定をめぐ
っては、資料収集と専門家への聴き取り調査
を行う一方で、小口彦太とともに同法の翻訳
を公表したほか、同法制定過程の議論をまと

めて、中国物権法の制定過程および同法の下
での農地に関する権利関係の特徴を分析し
た。その結論としては、立法過程で農地に関
するさまざまな議論はあったものの、成立し
た物権法の規定は、従来の関連規定の集約に
過ぎず、今後の法運用や権利の実態を中止す
べきというものであった。その後、中国では、
建国以来堅持してきた土地を公有とする社
会主義原則における生産手段の公有制を改
革しようとする大転換が生じている。すなわ
ち 2007 年の物権法制定を契機として、集団
所有の範囲内で農民が持つ農地の権利（土地
請負経営権）の強化がはかられる「農民の保
護」がなされるものと思われていたが、実際
には国などが中心となって農地の集約化を
はかり、農業経営を効率化するという「農民
の保護」が喧伝された。その結果、農民を農
地から切り離すという各種の試みが重慶市、
福建省厦門市、上海市近郊などで実験的かつ
大々的に行われた。 
 
（６）例えば重慶市では、土地請負経営権を
会社や団体などに出資するという権利移転
モデル政策を採用した。これは従来の家族経
営から農地を切り離し、一度都市部等の会社
などの組織へ譲渡した上で、農業従業員とし
て就労させ再度農民と農地を結び付け直す
ものである。この権利の集約化の過程で「地
票」という証券の取引を媒介とした手法も現
れた。もっとも、この「地票」の権利の法的
性質、「地票」を取得・集約した会社などが
農地を担保として融資を受けたが倒産して
しまった場合に農地が銀行などの非農業者
に渡りうるという農地の金融担保の危険性
がある。その結果として農地の分散や非農地
化が進んでしまうのではないかという農民
の権利実現における深刻な懸念もあり、これ
らの実態や動向を解明するために、本研究に
取り組むこととした。 
 
２．研究の目的 
（１）本研究では次の４つの法的視点に基づ
いて中国の不動産バブル対策を概観するこ
ととした。すなわち①不動産政策、②不動産
取引実務、③不動産の証券化、④不動産の登
記・財産権証書・抵当権についてである。 
 
（２）今日、中国の改革に関する資料は、イ
ンターネット上から参照できるものも多い
が、その運用の実態は、現地の地方のみで発
行・配布されているような規範などに基づい
ていることが多い。そこで、これらの内部的
な規範を現地調査によって収集し、公開資料
と合わせて、中国における農民と農地の切り
離しと農地の権利の集約化がどのような権
利関係になっているかを事例研究として明
らかにする。具体的には、個別の村、企業、
団体等でのアンケート・インタビュー調査を
行って、以前からの農民と現在農作業を行う
人々との関係を明らかにする。 



（３）中国では、革新的な制度が行なわれる
場合、一部の地域で実験的な政策を行ってか
ら全国に拡大することが多い。不動産バブル
抑制のための諸政策や不動産の証券化につ
いては、この実験的な政策とその選別、拡大
が今まさに、重慶市や福建省厦門市などで行
われている。そして、そのような最新の政策
の実態を明らかにすることを本研究の目的
とした。 
 
（４）また、申請者には、重慶市などの農地
法制や不動産取引について、現在の実態と比
較可能な過去の研究実績もあったため、これ
らの業績と本研究で得られた成果を比較す
ることにより、不動産バブル抑制策、不動産
登記と不動産取引実務で用いられる財産権
証の関係、企業による農地集積の傾向、中国
農業の盛衰、中国農民の経済的安定による社
会不安の除去の可能性、日本企業による中国
の農地上の権利の取得の法的リスクなどが
明らかにできるものと考えた。本研究で検討
する諸論点は、中国の不動産問題にとどまら
ず、不動産バブルの生成や問題点にもかかわ
るものであり、中国の社会的安定に動向を大
きく左右するものである。中国の社会的安定
が守られるか否かは、ひとえに中国一国の問
題にとどまらず、隣国の日本・日本経済はも
とより、世界経済へ与える影響も容易に想像
でき、中国の不動産バブル問題の把握と抑制
は今や全世界的課題と言っても過言ではな
い。このような視点から、不動産バブルの課
題と解決策に取り組むことも本研究の目的
とした。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究は、中国の土地制度に関して実
態調査を行うものである。研究代表者は農地
の権利の制度改革、不動産取引の契約書、登
記・財産権証の研究に従事してきており、そ
の過程で重慶市、福建省厦門市、上海市、北
京市において多数の現地協力者の協力を得
てきた。中国で実態調査を行うには現地協力
者が不可欠なので、本研究でも現地協力者の
協力を組織することで失敗を避けながら従
前の研究を発展させるとともに新規性の高
い研究を行うこととした。具体には、農地な
ど不動産の権利証の法的性質、権利証の実務
的意義、物権法の下での登記制度と権利証の
関係などについては従前の自己の研究があ
り、これを深める実態調査と理論研究を計画
した。 
 
（２）他方で、中国における不動産バブルや
不動産の証券化についての法的研究はまだ
少なかったので、不動産金融の実態や不動産
取引所、不動産の証券化などについては日本
の既存研究との比較研究と実態調査を組み
合わせて新規性の高い研究を計画した。 
 
４．研究成果 

（１）研究開始当初は、主に不動産バブルを
引き起こす一因となる諸制度の分析のため、
海外での聴き取り調査と日本国内での文献
調査、それらの成果の一部の発表を行った。
例えば、近時中国で行われてきた各種の土地
制度の改革について、それらの特徴や問題点
に関する分析が進んでいる。そこで、それら
の評価を確認する目的から、中国アモイ市で
土地制度改革の動向に関する聴き取り調査
を行った。アモイ大学の複数の研究者と、ア
モイ市における不動産改革の政策議論の動
向および農事会社の発展動向、土地政策およ
び関連法規についてそれぞれ意見交換を行
った。また、アモイ大学内などで関連資料を
収集する機会を得た。 
 
（２）他方で、中国と日本における不動産取
引や土地所有意識の異同を明らかにすると
いう視点から、日本不動産学会 2014 年度秋
季全国大会（学術講演会）のワークショップ
において「不動産取引に関する立法・解釈を
めぐる「国民の法意識」調査に関する一考察」
と題した報告を行った。この報告では、日本
の民法や不動産法における制度と国民の所
有意識・取引意識をアンケート調査した諸研
究と中国における不動産の所有意識・取引意
識をアンケート調査した研究を比較検討し、
中国で注目を集めている指導性案例も紹介
しながら、近時の日中の法制度や判例の変化、
法改正の動向を議論した。不動産取引や制度
の課題を法的に分析する場合、法制度上の公
法と私法の交錯が課題となることも多く、中
国の不動産取引ではこの点がどのように扱
われているのかを明らかにする必要がある。
この課題の日本法における考察として、長友
昭「建築基準法違反の建物の建築を目的とす
る請負契約の効力」不動産学会誌 28 巻 4 号
（2015 年）を公表した。この研究では最高裁
判所の平成 23 年 12 月 16 日判決を手掛かり
として、行政法上のいわゆる取締法規に違反
する不動産法上の契約の有効性を公序良俗
論の視点から分析し、近時の日本の民法（債
権関係）改正にも言及した。 
 
（３）また、中国不動産取引における一般的
な契約形態の把握として、『中華人民共和国
最高人民法院公報』2012 年第 11 輯に掲載さ
れた不動産の予約契約をめぐる紛争事例を
分析し、長友昭「不動産売買における予約契
約の認定に関する事案―商品不動産家屋の
予約契約をめぐる紛争事件」比較法学 49 巻 3
号（2016 年）として公表した。中国法で「判
例」類似とも評される「指導性案例」の意義
の研究として、長友昭「中国の不動産仲介契
約における仲介排除の裁判事例について―
指導性案例 1 号を中心に」拓殖大学論集政
治・経済・法律研究 18 巻 1 号（2015 年）を
公表した。この２つの研究については、研究
協力者である西南大学の黄毅副教授から資
料の提供及び助言を受けた。 



（４）発展的な海外調査として、台湾で、早
稲田大学の楜澤能生教授、松山大学の加藤光
一教授とともに台湾の農地制度の改革の歴
史とその影響に関する聴き取り調査を行っ
た。農地取引のあり方は不動産バブル生成と
も重要な関係があり、台湾での経験が大変参
考になった。 
 
（５）その後、北京市での資料収集を行った
際は、北京大学の王成教授との不動産の責任
負担をめぐる議論に参加する機会を得て、中
国における不動産概念の再考にもつながる
刺激が得られた。 
 
（６）これらの研究成果の上で、公的不動産
の民間活用に関して、日本や諸外国の制度や
法実務との比較から、中国法の問題状況を考
察した。例えば、公的不動産の民間活用をめ
ぐる制度、地方都市における不動産証券化の
可能性、アジアでの不動産開発をめぐる日本
からの協力・示唆の可能性、農業の 6次産業
化をめぐる不動産活用の事例、都市計画・土
地利用をめぐる裁判所利用の法社会学的な
問題に関するセミナー等に参加して、情報収
集を行うとともに、議論に参加した。本研究
の研究対象である中国と日本や諸外国の制
度を比較すると、一見、中国独自の制度と言
われているものでも、少なくとも表面上は同
じ制度が存在していたり、実質的には同じ制
度が存在していたりすることもある。もっと
も、その内実には複雑な異同も存在するが、
いずれにせよ、比較により研究対象を深く理
解することが可能となった。関連して、長友
昭「共同企業体による公共工事請負契約にお
ける約款の解釈」日本不動産学会誌 30 巻 3
号（2016）において、日本の公的な不動産利
用の１つである公共工事で用いられる契約
約款の条項を分析し、最近の日本の民法改正
の動向との整合性も検討した。また、長友昭
「中国物権法制定以降の不動産をめぐる諸
論点」早稲田法学 92 巻 3 号（2017）では、
2007 年に制定された中国の物権法の下で生
じた不動産をめぐる問題、特に不動産の収用
をめぐる問題点や庶民の不満の解消などに
ついて、法の改正や裁判事例、さらに証券化
や不動産権利主体の組織化など、幅広く取り
上げて考察した。また、将来的な論点として、
農地の権利を 3つに分けて考えるという「三
権分置」をどうとらえるべきかという問題の
端緒を提起した。 
 
（７）上述の研究成果を素材として中国の研
究者と意見交換を行い、中国における不動産
取引の権利関係、特に権利の客体の実態を明
らかにする議論を行った。具体には、長友昭
「不動産売買における予約契約の法的性質
をめぐる覚書き――予約契約の効力と販売
許可の有無をめぐる事例から考える」『中国
の法と社会と歴史』成文堂および中国契約法
における不動産関連部分の翻訳（王利明著、

小口彦太監訳、胡光輝＝伹見亮＝長友昭＝文
元春翻訳『中国契約法』早稲田大学出版部
2017 年所収）を公表し、これらを基に中国重
慶市で研究者と大学院生を交えた意見交換
会を開催した。 
 
（８）そして、近時、証券化の停滞が見られ
る一方で、農地における「三権分置」の展開
などがあり、これは権利の多元化と捉え得る。
この点で、日本の農地所有をめぐる近時の課
題、例えば所有者不明土地問題や相続未登記
農地の問題、農地の所有権論および日本の状
況との比較も一定程度可能であると考え、
2018 年の農業法学会春季研究会で報告を行
い、その一端を長友昭「最近の立法・政策に
おける土地の所有者問題――農地・森林の所
有者不明土地に関する共有関係と相続未登
記の法的課題を中心に」拓殖大学論集 政
治・経済・法律研究 20 巻 2 号および奥田進
一＝高橋雅人＝長友昭＝長島光一編『法学入
門』成文堂（2017 年）のコラム等で公表した。
さらに、長友昭「所有者の意思の把握が難し
い農地の利用をめぐる論点と課題――所有
者不明土地問題をめぐる立法政策と現行法
の解釈からの一考察」農業法研究 53 号（2018
年）では、現行法の整合的な解釈を試みると
同時に、最新の法と政策の制定・改正情報を
分析した。 
 
（９）以上の研究から、中国の農地をめぐる
法と政策が、不動産バブルの解消に向けた証
券化に向かう時代から、証券化の道は残しつ
つも、農地の有効活用とその権利の明確化に
向けた「三権分置」への転換の時期に入った
ことを明らかにした。その一方で、農地の権
利の明確化や有効活用の方策を模索する日
本の法と政策との比較の可能性も研究の視
野に入りようになり、一定の研究成果を残す
ことができた。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 ７件） 
①長友昭「所有者の意思の把握が難しい農地
の利用をめぐる論点と課題――所有者不明
土地問題をめぐる立法政策と現行法の解釈
からの一考察」農業法研究、査読有、53 号、
2018 年、99-115 頁。 
 
②長友昭「最近の立法・政策における土地の
所有者問題――農地・森林の所有者不明土地
に関する共有関係と相続未登記の法的課題
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定に関する事例――商品不動産家屋の予約
契約をめぐる紛争事例」比較法学、査読無、
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律・政治・経済研究、査読有、18 巻 1号、2015
年、197-208 頁。 
http://journal.takushoku-u.ac.jp/irpe/i
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著『法学入門』成文堂、2018年、160頁（77-86、
107-118 頁）。 
 
②但見亮・胡光輝・長友昭・文元春編著『中
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